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群
馬
県
ツ
ク
ル
ン
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
四
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
ツ
ク
ル
ン
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
ツ
ク
ル
ン
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
群
馬
県

条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
休
館
日
） 

第
二
条 

群
馬
県
ツ
ク
ル
ン
（
以
下
「
ツ
ク
ル
ン
」
と
い
う
。
）
の
休
館
日
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。 

 

一 

火
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八 

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
直 

後
の
休
日
で
な
い
日
） 

 

二 

十
二
月
三
十
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で 

２ 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
休
館
日
を
変
更
し
、
又
は
臨
時

に
休
館
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
開
館
時
間
） 

第
三
条 

ツ
ク
ル
ン
の
開
館
時
間
は
、
午
後
三
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
土
曜
日

及
び
日
曜
日
並
び
に
休
日
に
つ
い
て
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
遵
守
事
項
） 

第
四
条 

ツ
ク
ル
ン
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

引
火
性
物
品
等
の
危
険
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。 

 

二 

ツ
ク
ル
ン
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
を
汚
損
し
、
又
は
毀
損
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

を
し
な
い
こ
と
。 

 

三 

所
定
の
場
所
以
外
に
お
い
て
飲
食
を
し
な
い
こ
と
。 

 

四 

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

 

五 

職
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
五
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
管
理
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い

う
。
）
に
ツ
ク
ル
ン
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
（
以
下
「
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場 

合
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
同
条
第
二
項
第
五
号
の
知
事
が
別
に
定
め
る
業
務
は
、
広
報
宣
伝 

そ
の
他
の
ツ
ク
ル
ン
の
利
用
促
進
の
た
め
に
必
要
な
業
務
と
す
る
。 

２ 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
お
け
る
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
二
項
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指 

定
管
理
者
」
と
、
「
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得 

て
」
と
、
前
条
第
六
号
中
「
知
事
が
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承 

認
を
得
て
」
と
す
る
。 

（
管
理
の
細
則
） 

第
六
条 

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
ツ
ク
ル
ン
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
ツ
ク
ル
ン
の
管
理
を
行
う
場
合
は
知
事
が
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
は
あ
ら 

か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                           

■ 

規 
 

則 
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